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質
　
問

　

海
部
南
部
水
道
企
業
団
の
料
金

問
題
等
検
討
委
員
会
は
、「
料
金

は
引
き
下
げ
ず
、
当
分
現
行
料
金

で
行
く
。
使
用
料
金
の
細
分
化
も

次
の
料
金
改
定
の
時
に
検
討
す

る
」
と
い
う
大
変
残
念
な
結
論
を

出
し
た
。
市
長
は
ど
の
様
な
意
見

を
主
張
し
た
の
か
。

市
　
長

　

数
年
先
に
は
値
上
げ
せ
ざ
る
を

得
な
い
と
判
断
し
て
い
る
な
か

で
、
少
し
で
も
値
上
げ
を
遅
ら
せ

る
た
め
に
も
、
現
段
階
で
の
値
下

げ
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
述
べ

た
。質

　
問

　

市
の
水
道
料
金
の
統
一
の
日
程

を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
。
八
開

支
所
の
充
実
、庁
舎
増
築
は
最
小
限
に

上
・
下
水
道
の
料
金
改
定
と
統
一
は

永 井 千 年 議員

質
　
問

　

本
庁
舎
必
要
職
員
数
330
人
、
３

支
所
で
上
限
24
人
の
積
算
は
。
庁

舎
統
合
の
面
積
と
増
改
築
費
用
は

必
要
最
小
限
に
限
る
必
要
が
あ

る
。
統
合
庁
舎
の
面
積
と
概
算

費
用
35
億
円
の
縮
減
は
で
き
る

の
か
。

企
画
部
長

　

正
職
員
294
人
、
臨
時
職
員
36
人

と
想
定
し
た
。
支
所
は
最
大
で
立

田
・
八
開
6
人
、
佐
織
12
人
。
建

替
分
8
千
550
㎡
を
含
め
て
旧
庁
舎

も
利
用
す
る
中
で
、
1
万
1
千
500

㎡
の
規
模
で
設
定
し
た
。
35
億
円

は
最
大
か
か
る
費
用
。
出
来
る
限

の
月
額
水
道
料
金
の
水
量
を
直
ち

に
10
ト
ン
に
す
る
よ
う
重
ね
て
求

め
た
い
。
ま
た
、
公
共
下
水
も
含

め
た
下
水
料
金
の
統
一
の
日
程
も

明
ら
か
に
せ
よ
。

上
下
水
道
部
長

　

八
開
の
月
額
基
本
料
10
ト
ン

は
、
現
在
の
所
考
え
て
い
な
い
。

市
　
長

　

佐
織
を
県
水
100
％
に
近
づ
け
る

べ
く
お
願
い
し
、
料
金
改
定
を
進

り
安
く
は
大
前
提
だ
。

質
　
問

　

市
民
に
公
平
・
平
等
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
保
障
し
て
い
く
上
で

最
初
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
市
役
所
及
び
支
所
へ
の
距

離
的
利
便
性
。
永
和
出
張
所
も
含

め
て
４
ヵ
所
と
す
べ
き
で
は
な
い

か
。

　

支
所
で
の
市
民
サ
ー
ビ
ス
135
項

目
で
市
民
に
直
結
す
る
サ
ー
ビ
ス

は
現
在
と
ほ
ぼ
同
一
と
し
て
い
る

が
、
団
体
業
務
や
専
門
の
窓
口
、

地
区
行
事
の
応
援
な
ど
は
本
課
業

務
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
様
々

な
相
談
的
業
務
を
丁
寧
に
行
っ
て

こ
そ
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
は

さ
せ
な
い
と
言
う
基
本
事
項
か
ら

外
れ
な
い
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
総

合
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
な
る
と

考
え
る
が
。

企
画
部
長

　

将
来
の
維
持
管
理
費
と
か
統
合

庁
舎
へ
の
距
離
な
ど
を
考
慮
し
た

結
果
３
ヶ
所
と
し
た
。
苦
渋
の
選

択
、
断
腸
の
思
い
だ
。

　

役
所
の
出
先
機
関
と
し
て
地
域

住
民
の
相
談
は
柔
軟
に
対
応
す
べ

き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

め
る
。
そ
の
後
八
開
と
の
料
金
の

統
一
を
考
え
て
い
る
。
今
、
何
年

に
統
一
す
る
と
い
う
状
況
で
は
な

い
。上

下
水
道
部
長

　

農
業
集
落
排
水
事
業
は
、現
在
、

地
区
別
で
料
金
統
一
を
行
っ
て
い

る
。
公
共
下
水
も
含
め
た
料
金
統

一
は
少
し
時
間
が
必
要
。
５
年
後

の
検
証
を
基
に
料
金
統
一
を
考
え

る
。


